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はじめに                              

 

これまで自治会等が保有している土地・建物等の資産については、自治

会等の名義による不動産登記ができなかったことから、例えば、個人名義

人の死亡や転出などにより自治会等の構成員でなくなった場合、名義変更

や相続などといった財産上の種々の問題が生じていました。 

こうした問題を解決するため、平成３年４月の地方自治法の一部改正に

より、自治会等が一定の手続きのもとに法人格を取得することで、自治会

等の名義で不動産登記ができるようになりました。  

 

 

「地縁による団体」とは                       

  

 地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所

を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。  

 したがって、自治会等のように区域に住所を有する人は誰でも構成員と

なれる団体は、地縁による団体と考えられます。  

 これに対し、青年団や婦人会のように、性別や年齢などの条件が必要な

団体、スポーツ少年団や伝統芸能保存会のように、活動の目的が限定され

ている団体は、地縁による団体とは考えられません。  

 

 

法人格を得るための認可の要件                    

 

 地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。  

 法人格を得る目的が、保有する不動産の団体名義での登記を可能にする

ことであるため、現に不動産を保有していること、又は将来確実に保有す

る見込みであることが前提となります。 

 法人格を得るためだけに組織された名前だけの自治会や、区域の中で極

めて少人数が組織する集まりのように、安定的に存在する団体とは言い難

いものは認可の対象となりません。 

 

 認可の要件としては、次のとおりです。 

 

（１）その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等

良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うこ
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とを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。  

 

（２）その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められ

ていること。又、この区域は、当該地縁による団体が相当の期間に

わたり存続していること。 

 

（３）その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることがで

きるものとし、その相当数（区域の住民の過半数）の者が現に構成

員となっていること。 

 

（４）規約を定めていること。規約には、目的、名称、区域、主たる事

務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、

会議に関する事項、資産に関する事項が定められていなければなら

ない。 

 

 

認可申請の手続き                           

 

 手続きの手順については、概ね次のとおりです。  

  

１ 団体の法人化について検討 

 

同時に市民活動推進課、各地区総合支所地域振興課までご相談ください。 

 

         

 

２ 団体の総会を開催 

・法人化の意志決定 

・認可必要事項の議決 

規約の決定 

構成員の確定 

代表者の決定 

保有する資産の確定 

 

法人格を得るための認可申請を行うにあたっては、当該団体の規約に基
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づき招集された総会において、認可申請する旨の議決を行う必要がありま

す。したがって、総会招集手続き等を定めた規約が整備されていない場合

は、まずこの整備を行う必要があります。 

  

 

 

３ 認可申請書類の作成・提出 

 必要書類を作成し、国分・隼人地区の団体は市民活動推進課、その他の

地区の団体は各地区総合支所地域振興課まで提出してください。 

 

 

 

４ 認可についての審査 

 

 

 

５ 市長による認可告示 

 認可の通知及び告示文の写しを団体に送付します。 

 

 

認可申請に必要な書類                        

 

 □認可申請書（様式１）                  Ｐ ８ 

 □規約                          Ｐ ９ 

□構成区域図（団体の区域がわかる地図） 

 □認可を申請することについて総会で議決したことを証する  Ｐ１５ 

書類 

・総会の議事録の写しで議長及び議事録署名人２名の署名・捺印のあ

るもの 

 □構成員の名簿                      Ｐ１６ 

 □保有資産目録（様式２）又は保有予定資産目録（様式３）  Ｐ１７ 

                              Ｐ１８ 
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 □良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っ

ていることを記載した書類 

  ・現年度分の事業計画書及び予算書等 

  ・前年度分の事業経過報告書及び決算書等 

 □申請者が代表者であることを証する書類          Ｐ１９ 

  ・承諾書 

 

 

認可後の手続き等                           

 

 【不動産の登記】 

  

 認可を受けた地縁による団体（以下「認可地縁団体」という。）は、法務

局にて団体名義による登記の手続きを行うことができます。詳しくは、鹿

児島地方法務局霧島支局（４５－００６４）にお問い合わせください。 

 又、手続きの際、市が発行する「地縁団体告示事項証明書」が必要とな

ります。 

  

＜地縁団体告示事項証明書の交付請求に必要なもの＞ 

 □地縁団体告示事項証明書交付請求書            Ｐ２０ 

 □手数料 １通 ３００円 

 ※国分・隼人地区の団体は市民活動推進課、その他の地区の団体は各地

区総合支所地域振興課で発行します。 

 

 

 【印鑑の登録】        担当課 市民課、各地区総合支所市民福祉課 

 

 認可地縁団体は、団体の印鑑を１個登録することができます。ただし、

次のいずれかに該当する場合は、登録できません。  

（１）ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの 

（２）印影の大きさが１辺の長さ８ミリメートルの正方形に収まるもの

又は１辺の長さ３０ミリメートルの正方形に収まらないもの  

（３）印影を鮮明に表しにくいもの 

（４）その他、適当でないと認めるもの 
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＜登録に必要なもの＞ 

  □認可地縁団体印鑑登録申請書（第１号様式）       Ｐ２１ 

  □登録する団体の印鑑 

  □団体代表者の個人の印鑑（市に登録されているもの）  

  ※申請は代表者自ら手続きしてください。代理人の場合、委任状が必

要となります。 

 

 ＜印鑑登録証明書の交付に必要なもの＞ 

  □認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書（第２号様式）  Ｐ２２ 

  □登録されている団体の印鑑 

  □手数料 １通 ３００円 

  ※申請は代表者自ら手続きしてください。代理人の場合、委任状が必

要となります。 

 

 

  【規約の変更】    担当課 市民活動推進課、各地区総合支所地域振興課 

   

  規約を変更する場合は、市長の認可が必要です。 

 

 ＜申請に必要なもの＞ 

  □規約変更認可申請書（様式４）             Ｐ２３ 

  □規約変更の内容及び理由を記載した書類 

   ・規約 新旧対照表                  Ｐ２４ 

   ・新旧規約 

  □規約変更について総会で議決したことを証する書類    Ｐ１５ 

   ・総会の議事録の写しで議長及び議事録署名人２名の署名・押印の

あるもの 

 

 

【告示事項の変更】  担当課 市民活動推進課、各地区総合支所地域振興課 

 

  認可告示の事項に変更があった場合は、認可地縁団体の代表者は市長

に対し届出を行わなければなりません。 

  ここでいう告示事項は次のとおりです。 

  

 （１）名称 （２）規約に定める目的 （３）区域 （４）事務所 
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 （５）代表者の氏名及び住所 （６）裁判所による代表者の職務執行

停止の有無並びに職務代行者の選任の有無（職務代行者が選任されて

いる場合は、その氏名及び住所）（７）代理人の有無（代理人がある場

合には、その氏名及び住所）（８）規約に解散の事由を定めた時はその

事由 （９）認可年月日 

 

 ＜届出に必要なもの＞ 

  □告示事項変更届出（様式５）              Ｐ２５ 

  □総会で議決したことを証する書類            Ｐ１５ 

   ・総会の議事録の写しで議長及び議事録署名人２名の署名・押印の

あるもの 

  □申請者が代表者であることを証する書類（必要に応じ）  Ｐ１９                    

・承諾書 

 

 

【税制上の取扱い】  担当課     税務課、各地区総合支所地域振興課                          

 

法人化による届出が必要となります。又、税の減免申請等の手続きが

必要となる場合もありますので、詳しくは、担当窓口にお問い合わせく

ださい。 

税の種類 お問い合わせ先 

市  税 

法 人 市 民 税 
税務課市民税グループ、各地区総合支

所地域振興課税務グループ 

固 定 資 産 税 
税務課固定資産税グループ、各地区総

合支所地域振興課税務グループ 

県  税 

法 人 県 民 税 
姶良・伊佐地域振興局 県税課 

０９９５－６３－８１２０ 
法 人 事 業 税 

国  税 法 人 税 
加治木税務署 

０９９５－６２－２１６１ 
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（様式１） 

 

         年  月  日 

 

霧島市長  殿 

 

認可を受けようとする地縁による 

団体の名称及び主たる事務所の所 

在地 

名 称 ○○自治会 

所在地 霧島市○○ 

代表者の氏名及び住所 

氏 名 ○○ ○○     印 

住 所 霧島市○○ 

 

 

認 可 申 請 書 

 

 地方自治法第２６０条の２第１項の規定により、不動産又は不動産に関

する権利等を保有するため認可を受けたいので、別添書類を添えて申請し

ます。 

 

（別添書類） 

１ 規約 

２ 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類  

３ 構成員の名簿 

４ 保有資産目録又は保有予定資産目録 

５ 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っ

ていることを記載した書類 

６ 申請者が代表者であることを証する書類 
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参考例ですので、会員の皆さまが理解できる実情にあったものを作成し

てください。 

ただし、次の項目については必ず定めることとなっています。 

(1)目的、(2)名称、(3)区域、(4)主たる事務所の所在地、(5)構成員の資

格に関する事項、(6)代表者に関する事項、(7)会議に関する事項、(8)資

産に関する事項 

 

 

○ ○ ○ 自治会規約 

 

（目的） 

第１条  本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、

良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。 

(1)  回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡 

(2)  美化・清掃等区域内の環境の整備 

(3)  集会施設の維持管理 

(4)  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

(5)  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

（名称） 

第２条 本会は、○○○自治会と称する。 

（区域） 

第３条  本会の区域は、霧島市○○町○番○○号から○番○○号までの区

域とする。 

（例えば、「本会の区域は、別紙記載の区域とする。」でも構いません。） 

（主たる事務所） 

第４条  本会の主たる事務所は、霧島市○○町○番○○号に置く。 

（例えば、「本会の主たる事務所は、代表者の自宅に置く。」でも構いま

せん。） 

（会員） 

第５条  本会の会員は、第３条に定める区域に住所を有する個人とする。 

（会費） 

第６条  会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

（入会） 

第７条  第３条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようと

する者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。 

２  本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを
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拒んではならない。 

（退会等） 

第８条  会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。 

(1)  第３条に定める区域内に住所を有しなくなった場合 

(2)  本人より別に定める退会届が会長に提出された場合 

２  会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。 

（役員の種別） 

第９条  本会に、次の役員を置く。 

(1)  会長 １人 

(2)  副会長 ○人 

(3)  その他の役員 ○人 

(4)  監事 ○人 

（役員の選任） 

第１０条  役員は、総会において、会員の中から選任する。 

２  監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできな

い。 

（役員の職務） 

第１１条  会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたと

きは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

３  監事は次に掲げる業務を行う。 

(1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。 

(2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。 

(3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見した

ときは、これを総会に報告すること。 

（4）前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請

求すること。 

（役員の任期） 

第１２条  役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。 

２  補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３  役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、

その職務を行わなければならない。 

（総会の種別） 

第１３条  本会の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

（総会の構成） 

第１４条  総会は、会員をもって構成する。 
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（総会の権能） 

第１５条  総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重

要な事項を議決する。 

（総会の開催） 

第１６条  通常総会は、毎年度決算終了後３か月以内に開催する。 

２  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1)  会長が必要と認めたとき。 

(2)  総会員の５分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求があ

ったとき。 

(3)  第１１条第３項第４号の規定により監事から開催の請求があった

とき。 

（総会の招集） 

第１７条  総会は、会長が招集する。 

２  会長は、前条第２項第２号及び第３号の規定による請求があったとき

は、その請求のあった日から○日以内に臨時総会を招集しなければなら

ない。 

３  総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時

及び場所を示して、開会の日の５日前までに文書をもって通知しなけれ

ばならない。 

（総会の議長） 

第１８条  総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出

する。 

（総会の定足数） 

第１９条  総会は、総会員の２分の１以上の出席がなければ、開会するこ

とができない。 

（総会の議決） 

第２０条  総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の

過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（会員の表決権） 

第２１条  会員は、総会において、各々１箇の表決権を有する。 

２  次の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会

員の所属する世帯の会員数分の１とする。 

(1)  ○○○○○○（例：事業経過報告及び決算の承認） 

(2)  ○○○○○○（例：事業計画及び予算の承認） 

（総会の書面表決等） 

第２２条  止む得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ
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通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人と

して表決を委任することができる。 

２  前項の場合における第１９条及び第２０条の規定の適用については、

その会員は出席したものとみなす。 

（総会の議事録） 

第２３条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しな

ければならない。 

(1)  日時及び場所 

(2)  会員の現在数及び出席者数（書面表決者及び表決委任者を含む） 

(3)  開催目的、審議事項及び議決事項 

(4)  議事の経過の概要及びその結果 

(5)  議事録署名人の選任に関する事項 

２  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人

以上が署名捺印をしなければならない。 

（役員会の構成） 

第２４条  役員会は、監事を除く役員をもって構成する。 

（役員会の権能） 

第２５条  役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決

する。 

(1)  総会に付議すべき事項 

(2)  総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3)  その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（役員会の招集等） 

第２６条  役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。 

２  会長は、役員の○分の１以上から会議の目的である事項を記載した書

面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から○日以

内に役員会を招集しなければならない。 

３  役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記

載した書面をもって、少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

（役員会の議長） 

第２７条  役員会の議長は、会長がこれに当たる。 

（役員会の定足数等） 

第２８条  役員会には、第１９条、第２０条、第２２条及び第２３条の規

定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは

「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。 
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（資産の構成） 

第２９条  本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1)  別に定める財産目録記載の資産 

(2)  会費 

(3)  活動に伴う収入 

(4)  資産から生ずる果実 

(5)  その他の収入 

（資産の管理） 

第３０条  本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決により

これを定める。 

（資産の処分） 

第３１条  本会の資産で第２９条第１号に掲げるもののうち別に総会に

おいて定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において

○分の△以上の議決を要する。 

（経費の支弁） 

第３２条  本会の経費は、資産をもって支弁する。 

（事業計画及び予算） 

第３３条  本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前

に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、

同様とする。 

２  前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決され

ていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間

は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。 

（事業報告及び決算） 

第３４条  本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、

財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後３月以

内に総会の承認を受けなければならない。 

（会計年度） 

第３５条  本会の会計年度は、毎年○月○日に始まり、○月○日に終わる。 

（規約の変更） 

第３６条  この規約は、総会において総会員の４分の３以上の議決を得、

かつ、霧島市長の認可を受けなければ変更することはできない。 

（解散） 

第３７条  本会は、地方自治法第２６０条の２０の規定により解散する。 

２ 総会の議決に基づいて解散する場合、総会員の４分の３以上の承諾を

得なければならない。 
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（残余財産の処分） 

第３８条  本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の

○分の△以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付する

ものとする。 

（備付け帳簿及び書類） 

第３９条  本会の主たる事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に

関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等

資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければ

ならない。 

（委任） 

第４０条  この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長

が別に定める。 

 

附 則 

１ この規約は、○年○月○日から施行する。 

２ 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第３３条の規定にかかわらず、

設立総会の定めるところによる。 

３ 本会の設立初年度の会計年度は、第３５条の規定にかかわらず、設立認

可のあった日から△年△月△日までとする。 
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○○年度○○自治会総会議事録 

 

日  時  ○○年○○月○○日 ○時より 

場  所  ○○自治会集会所 

出 席 者  会員数       △△人 

   出席者       △△人（委任状△人含む） 

   欠席者       △△人 

    

  

総会を開催するにあたり、議長に○○氏、議事録署名者に○○氏と○○

氏を選出したところ、全会一致で承認された。 

 

審議事項 

１ 〇○○年度事業報告及び決算について 

２ 〇○○年度事業計画案及び予算案について 

３ ○○○○○ 

以上３件について、報告、審議の結果、多数の賛成を得て承認された。 

 

４ 自治会の法人化について 

   現在、自治会の敷地並びに建物が数名の方々の個人名義になっている

ことから、今後の財産上の様々な問題を解決するためにも法人化し、自

治会名義に変更したらどうかという提案がなされ、採決の結果、多数の

賛成を得て承認された。 

５ 自治会の規約について 

  法人化するにあたり、規約を整備しなければならないため、規約の内

容を提示し検討した結果、多数の賛成を得て承認された。 

６ 自治会の代表者について 

  自治会の代表者を○○氏とすることについて、全会一致で承認された。 

 

       議長        氏名 □□ □□ ㊞ 

       議事録署名者    氏名 □□ □□ ㊞ 

       議事録署名者    氏名 □□ □□ ㊞ 
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構成員名簿           （団体名      ○○自治会 ） 

 

ＮＯ 氏 名 住 所 

１ ○○ ○○ 霧島市○○ 
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（様式２） 

 

 保 有 資 産 目 録 

 

○○自治会 

 年 月 日現在 

 

１ 不動産 

 (1) 所有権を有する不動産 

  ア 建物 

名  称 延床面積 所  在  地 

○○集会所 60.5 ㎡ 霧島市○○ 

   

   

   

イ 土地 

地  目 面 積 所  在  地 

宅  地 42.6 ㎡ 霧島市○○ 

   

   

 

２ 不動産に関する権利等 

 (1) 所有権以外の権原により保有している不動産 

権  原 不動産の種類 所  在  地 

   

   

   

  

(2) 地域的な共同活動を行うためのその他の資産 

資 産 の 種 類 及 び 数 量 

国債 券面金額○○万円 取得金額○○万円 
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（様式３） 

 

 保 有 予 定 資 産 目 録 

 

○○自治会 

 年 月 日現在 

 

１ 不動産 

不動産 

の種類 

保有予定不動産

の取得予定時期 

購入等の 

相手方 
保有予定不動産の所在地 

建 物  年 月 日 ○○ ○○ 霧島市○○ 

    

    

    

    

 

２ 不動産に関する権利等 

資産の種類 権     原 権原取得の予定時期 

土 地 地上権  年 月 日 
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承  諾  書 

 

 

○○年○月○○日（日）に開催された○○自治会総会において、 

○○年度○○自治会代表として選任され、それを承諾したことをこ

こに証明します。 

 

 

 

                年  月  日 

住 所 霧島市○○ 

氏 名 ○○ ○○     印 
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  年  月  日  

 

 

霧島市長   殿 

 

（請求者） 

住 所 霧島市○○ 

氏 名 ○○ ○○            

 

 

地縁団体告示事項証明書交付請求書  

 

 地方自治法第２６０条の２第１２項の規定に基づき、地縁によ

る団体に係る同条第１０項の規定により告示した事項に関する証

明書の交付を請求します。  

 

記  

 

１ 請求に係る地縁による団体 

 

  （１）名 称         ○○自治会 

  （２）主たる事務所の所在地  霧島市○○ 

 

２ 枚 数 

 

      ○  通 

決 裁    年  年  日 手数料 通    円 

課 長 課長補佐 グループ長 担 当 

備 考  
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第 1 号様式(第 4 条関係) 

 

 

認 可 地 縁 団 体 印 鑑 登 録 申 請 書 

 

 

 霧島市長     様 

 

年  月  日 

  

登録しようとする

認可地縁団体印鑑 

  認可地縁団体

の 名 称 
 ○○自治会 

  

認可地縁団体

の主たる事務

所 の 所 在 地 

 霧島市○○       

(資格) 

氏 名 

( 代表者 ) 

 

○○○○ 印 

生年月日 

  

年 月 日 

  

住 所   

  

 

 上記のとおり認可地縁団体印鑑の登録を申請します。 

  申請者 ■ 本 人  住所 霧島市○○ 

      □ 代理人 

             氏名 ○○ ○○ 

 (注意事項) 

 

  1 この申請書は、本人自ら手続してください。代理人によるときは、委任の旨

を証する書面が必要です。 

  2 登録しようとする認可地縁団体印鑑を併せて提出してください。 

  3 氏名の次には、当市において登録されている個人の印鑑を押印してくださ

い。 

  4 資格(     )の欄には、代表者、職務代理者、仮代表者、特別代理人又

は清算人のいずれかを記載してください。 
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第 2 号様式(第 4 条関係) 

 

 

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 

 

 霧島市長     様 

 

 

年  月  日 

  

登 録 さ れ て い る

認可地縁団体印鑑 

  認可地縁団体の

名 称 
 ○○自治会 

  

認可地縁団体の

主たる事務所の

所 在 地 

 霧島市○○       

(資格) 

氏 名 

( 代表者 ) 

 

○○○○ 印 

生年月日 

  年 月 日  

  

 

 上記のとおり認可地縁団体印鑑登録証明書○枚の交付を申請します。 

  申請者 ■ 本 人  住所 霧島市○○ 

      □ 代理人 

             氏名 ○○ ○○ 

 

 (注意事項) 

 

  1 この申請書は、本人自ら手続してください。代理人によるときは、委任の旨

を証する書面が必要です。 

  2 資格(     )の欄には、代表者、職務代理者、仮代表者、特別代理人又

は清算人のいずれかを記載してください。 
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（様式４） 

  年  月  日 

 

霧島市長  殿 

 

地縁による団体の名称及び主たる 

事務所の所在地 

名 称 ○○自治会 

所在地 霧島市○○ 

代表者の氏名及び住所 

氏 名 ○○ ○○  印 

住 所 霧島市○○ 

 

 

規 約 変 更 認 可 申 請 書 

 

 地方自治法第２６０条の３第２項の規約の変更の認可を受けたいので、

別添書類を添えて申請します。 

 

 

 

（別添書類） 

 

１ 規約変更の内容及び理由を記載した書類 

２ 規約変更を総会で議決したことを証する書類 
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規約 新旧対照表 

 

改正前 改正後 

（区域） 

第○条 本会の区域は、霧島市○○

町１０番１号から１０番２５号まで

の区域とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（区域） 

第○条 本会の区域は、霧島市○○

町１０番１号から１０番２７号まで

の区域とする。 

 

 

（変更理由） 

 自治会への新規加入に伴い区域を変更したため、所要の改正を行うもの

である。 

 

 

 

 

  年  月  日   

地縁による団体の名称 

名 称 ○○自治会 

代表者の氏名 

氏 名 ○○ ○○     印 
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 (様式５) 

         年  月  日 

霧島市長 殿 

 

地縁による団体の名称及び主たる 

事務所の所在地 

名 称 ○○自治会 

所在地 霧島市○○ 

代表者の氏名及び住所 

氏 名 ○○ ○○   印 

住 所 霧島市○○ 

 

告示事項変更届出書 

 

 下記事項について変更があったので、地方自治法第２６０条の２第１１

項の規定により、告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて

届け出ます。 

 

記 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者の氏名及び住所 

  （新）氏名 ○○ ○○ 

     住所 霧島市○○ 

  （旧）氏名 ○○ ○○ 

     住所 霧島市○○ 

２ 変更の年月日 

     年 月 日   

 

３ 変更の理由 

  役員の改選に伴う変更 
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Ｑ＆Ａ                                

 

Ｑ１ 墓地管理組合で地縁による団体として認可を受けることができる

か。 

 

Ａ 地縁による団体は、一定の区域に住む住民が連帯して広く地域的な活

動を行うことを目的としたもので、スポーツ・芸術などの特定活動のみ

を目的とするものではない。 

ア 「地縁による団体」とは、地方自治法第２６０条の２第１項にあ

るように、一定区域に住所を有する者により形成された団体である。 

イ 構成員となるためには、区域に住所を有することの他に条件はい

らない。 

ウ 広く地域的な共同活動を行うことを目的とするものであり、活動

目的が限定されるものではない。 

 

このような性格の地縁による団体に対して、本件は 

①その目的が、墓地の管理のみに限定されていること。 

②墓地を管理する団体の構成員を地縁（一定区域内に住むことのみを

要件とすること）により特定することが難しいこと。 

   例えば、当該墓地の墓の管理者（所有者）が、当該地区外に住んで

いる場合など。 

③当該墓地が地区に固有のものであり、仮にその地区を中心に一定地

域をその団体の区域として定めたとしても、目的が墓地の管理に限定

される以上、構成員になるためには墓地の管理者（所有者）であるこ

とが要件となり、区域内の住民が制限されることなく全て構成員とな

ることができる地縁による団体としての要件からはずれること。 

 

などから、墓地の管理を主たる
．．．

目的とした団体を地縁団体として認可

することは適当でない。 

 

Ｑ２ 個人単位でなく、世帯単位を構成員としている地縁による団体は認

可の対象となるか。又、個人を構成員としていても、表決権を世帯単

位で一票とすることはできるか。 

 

Ａ 認可地縁団体の構成員は、個人としてとらえることとなっており、世帯 
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でとらえることはできないので、会員は各々一箇の表決権を有することと

なる。 

  なお、世帯単位で活動し意思決定を行っていることが沿革的にも地域社

会においても是認され、そのことが合理的であると認められる事項に限り、

構成員の表決権を世帯単位で平等なものとして「所属する世帯の構成員数

分の一票」とする旨を規約に定めることは可能である。  

 

Ｑ３ 構成員の名簿には、世帯主だけでなく、世帯員であれば生まれたば

かりの子どもも記載する必要があるか。 

 

 Ａ 構成員とは、自然人たる住民個人であり、性別、年齢等を問わないも

のであり、構成員であれば、世帯主のみならず、世帯員も名簿に記載す

る必要がある。 

   なお、地縁による団体の区域に住所を有する全ての個人は、構成員と

なることができるが、全ての住民が構成員でなければ認可されないとい

うことではなく、その相当数（区域住民の過半数）の者が構成員となっ

ていれば認可されるものである。したがって、生まれたばかりの子ども

についても、住民なので全て名簿に記載しなければならないというもの

ではなく、構成員だけの名簿を作成すればよい。  

 

Ｑ４ 認可地縁団体が、認可を取り消されるのは具体的にどのような場合

か。 

 

 Ａ 市町村長は、認可地縁団体が地方自治法第２６０条の２第２項に掲げ

る要件のいずれかを欠くこととなったとき、又は不正な手段により認可

を受けたときは、その認可を取り消すことができる。  

   具体的に例示すると 

   ①認可地縁団体が、その目的を営利目的、政治目的等に変更したとき。  

   ②認可地縁団体が、相当の期間にわたって活動していないとき。  

   ③区域内の一部住民について、正当な理由なく加入を認めないことと

したとき。 

   ④構成員が多数脱退し、「相当数の者」が構成員となっているとは認め

られなくなったとき。 

   ⑤地縁による団体の代表者、構成員又は第三者が、詐欺、脅迫等不正

な手段により認可を受けたとき。 
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Ｑ５ 構成員が、死亡、転出等により退会する際に、地縁による団体の保

有する資産について持分の返還を主張することはできるか。  

 

Ａ 不動産等の地縁による団体の保有する資産の処分を、総会で議決するこ

とは可能であるが、地縁による団体の性格を勘案すると「持分権」を想定

することは適当でなく、持分の返還を主張することはできないものと解さ

れる。 
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【参考 地方自治法（抄）】  

 

第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の

地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、

地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村

長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、

義務を負う。 

② 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、

その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。  

一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社

会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活

動を行つていると認められること。 

二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。  

三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、

その相当数の者が現に構成員となつていること。  

四 規約を定めていること。 

③ 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。  

一 目的 

二 名称 

三 区域 

四 主たる事務所の所在地 

五 構成員の資格に関する事項 

六 代表者に関する事項 

七 会議に関する事項 

八 資産に関する事項 

④ 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続してい

る区域の現況によらなければならない。 

⑤ 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認める

ときは、第一項の認可をしなければならない。  

⑥ 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組

織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。  

⑦ 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な

理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。  

⑧ 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対

し不当な差別的取扱いをしてはならない。  

⑨ 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。  
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⑩ 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これ

を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。  

⑪ 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、

総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。 

⑫ 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により

告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、

当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求める

ことができる。 

⑬ 認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第

十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。  

⑭ 市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととな

つたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消

すことができる。 

⑮ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条

及び第七十八条の規定は、認可地縁団体に準用する。  

⑯ 認可地縁団体は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令

の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この

場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人

等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十

条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、

同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」と

あるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」と

あるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。 

⑰ 認可地縁団体は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令

の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。  

 

第二百六十条の三 認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があると

きに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、

この限りでない。 

② 前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生

じない。 

 

第二百六十条の四 認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間

に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。

ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時

に財産目録を作成しなければならない。 
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② 認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更

を加えなければならない。 

 

第二百六十条の五 認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならない。  

 

第二百六十条の六 認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、

認可地縁団体を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会

の決議に従わなければならない。 

 

第二百六十条の七 認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に

対抗することができない。 

 

第二百六十条の八 認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止され

ていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 

 

第二百六十条の九 認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞するこ

とにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請

求により、仮代表者を選任しなければならない。  

 

第二百六十条の十 認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表

者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官

の請求により、特別代理人を選任しなければならない。  

 

第二百六十条の十一 認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監

事を置くことができる。 

 

第二百六十条の十二 認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。  

一 財産の状況を監査すること。 

二 代表者の業務の執行の状況を監査すること。  

三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく

不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。  

四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。  

 

第二百六十条の十三 認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常

総会を開かなければならない。 
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第二百六十条の十四 認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつで

も臨時総会を招集することができる。 

② 総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、

認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員

の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。  

 

第二百六十条の十五 認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも

五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなけれ

ばならない。 

 

第二百六十条の十六 認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任した

ものを除き、すべて総会の決議によつて行う。  

 

第二百六十条の十七 認可地縁団体の総会においては、第二百六十条の十五の規定に

よりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、

規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。  

 

第二百六十条の十八 認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。  

② 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決を

することができる。 

③ 前項の構成員は、規約又は総会の決議により、同項の規定による書面による表決

に代えて、電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。第二百六十条の十九の二に

おいて同じ。）により表決をすることができる。 

④前三項の規定は、規約に別段の定める場合には、適用しない。 

 

第二百六十条の十九 認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合

には、その構成員は、表決権を有しない。  

 

第二百六十条の十九の二 この法律又は規約により総会において決議をすべき場合に

おいて、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすること

ができる。ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令

で定めるところによらなければならない。 
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② この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項については、

構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法

による決議があつたものとみなす。 

③ この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書

面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。 

④ 総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。 

 

第二百六十条の二十 認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。  

一 規約で定めた解散事由の発生 

二 破産手続開始の決定 

三 第二百六十条の二第十四項の規定による同条第一項の認可の取消し四 総会の

決議 

四 総会の決議 

五 構成員が欠けたこと 

六 合併(合併により当該認可地縁団体が消滅する場合に限る。) 

 

第二百六十条の二十一 認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、

解散の決議をすることができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この

限りでない。 

 

第二百六十条の二十二 認可地縁団体がその債務につきその財産をもつて完済するこ

とができなくなつた場合には、裁判所は、代表者若しくは債権者の申立てにより又

は職権で、破産手続開始の決定をする。 

② 前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければ

ならない。 

 

第二百六十条の二十三 解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、そ

の清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。  

 

第二百六十条の二十四 認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定による

解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがある

とき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。  

 

第二百六十条の二十五 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が

欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察

官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。  

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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第二百六十条の二十六 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検

察官の請求により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。  

 

第二百六十条の二十七 認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。 

一 現務の結了 

二 債権の取立て及び債務の弁済 

三 残余財産の引渡し 

② 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることがで

きる。 

 

第二百六十条の二十八 認可地縁団体の清算人は、その就職の日から二箇月以内に、

少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出を

すべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を

下ることができない。 

② 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥される

べき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥す

ることができない。 

③ 認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしな

ければならない。 

④ 第一項の公告は、官報に掲載してする。 

 

第二百六十条の二十九 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁

団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対

してのみ、請求をすることができる。 

 

第二百六十条の三十 清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りな

いことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、そ

の旨を公告しなければならない。 

② 清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、

破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。  

③ 前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、

又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取

り戻すことができる。 

④ 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。  
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第二百六十条の三十一 解散した認可地縁団体の財産は、規約で指定した者に帰属す

る。 

② 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなか

つたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似す

る目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なけ

ればならない。 

③ 前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。  

 

第二百六十条の三十二 認可地縁団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。  

② 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。  

 

第二百六十条の三十三 認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人は、その旨を

市町村長に届け出なければならない。 

 

第二百六十条の三十四 認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の

所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。  

一 仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件 

二 解散及び清算の監督に関する事件 

三 清算人に関する事件 

 

第二百六十条の三十五 認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し

立てることができない。 

 

第二百六十条の三十六 裁判所は、第二百六十条の二十五の規定により清算人を選任

した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることが

できる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあ

つては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。 

 

第二百六十条の三十七 認可地縁団体の清算人の解任についての裁判及び前条の規定

による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。  

 ② 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準

用する。この場合において、前条中「清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、

当該清算人及び監事)」とあるのは、「認可地縁団体及び検査役」と読み替えるもの

とする。 

 

 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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第二百六十条の三十八 裁判所は、認可地縁団体の解散及び清算の監督に必要な調査

をさせるため、検査役を選任することができる。  

 

第二百六十条の三十九 認可地縁団体が合併しようとするときは、総会の決議を経な

ければならない。 

② 前項の決議は、総構成員の四分の三以上の多数をもつてしなければならない。

ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

③ 合併は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

④ 第二百六十条の二第二項及び第五項の規定は、前項の認可について準用する。

この場合において、同条第二項第一号中「現にその活動を」とあるのは、「合併

しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に」と読み替

えるものとする。 

 

第二百六十条の四十 認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可

の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録を作成し、次項の規定により債権

者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその主たる事務

所に備え置かなければならない。 

② 認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつ

た日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に

述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを

催告しなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることがで

きない。 

 

第二百六十条の四十一 債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかつたときは、

合併を承認したものとみなす。 

② 債権者が異議を述べたときは、認可地縁団体は、弁済し、若しくは相当の担

保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しく

は信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合

併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 

③ 合併しようとする各認可地縁団体は、前条及び前二項の規定による手続が終

了した場合には、総務省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を

市町村長に届け出なければならない。 

 

第二百六十条の四十二 合併により認可地縁団体を設立する場合には、規約の作成そ

の他認可地縁団体の設立に関する事務は、各認可地縁団体において選任した者が共

同して行わなければならない。 
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第二百六十条の四十三 合併後存続する認可地縁団体又は合併により設立した認可地

縁団体は、合併により消滅した認可地縁団体の一切の権利義務(当該認可地縁団体が

その行う活動に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を

承継する。 

 

第二百六十条の四十四 市町村長は、第二百六十条の四十一第三項の規定による届出

があつたときは、当該届出に係る合併について第二百六十条の三十九第三項の認可

をした旨その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。 

② 認可地縁団体の合併は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 

③ 合併により設立した団体は、第一項の規定による告示の日において認可地縁

団体となつたものとみなす。 

④ 第一項の規定により告示した事項は、第二百六十条の二第十項の規定により

告示した事項とみなす。この場合において、合併後存続する認可地縁団体に係る

同項の規定による従前の告示は、その効力を失う。 

⑤ 第二百六十条の四第一項の規定は、第一項の規定による告示があつた場合に

ついて準用する。 

 

第二百六十条の四十五 市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二百

六十条の三十九第三項の認可を取り消すことができる。 

一 第二百六十条の三十九第三項の認可をした日から六月を経過しても第二百六

十条の四十一第三項の規定による届出がないとき。 

二 認可地縁団体が不正な手段により第二百六十条の三十九第三項の認可を受け

たとき。 

② 前条第一項の規定による告示後に前項(第二号に係る部分に限る。)の規定に

より第二百六十条の三十九第三項の認可が取り消されたときは、当該認可に係る

合併をした認可地縁団体は、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可

地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が負担した債務について、連帯し

て弁済する責任を負う。 

③ 前項に規定する場合には、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認

可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が取得した財産は、当該合併を

した認可地縁団体の共有に属する。 

④ 前二項に規定する場合には、各認可地縁団体の第二項の債務の負担部分及び

前項の財産の共有持分は、各認可地縁団体の協議によつて定める。 
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第二百六十条の四十六 認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者(不動

産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者を

いう。以下この項において同じ。)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団

体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの(当該認

可地縁団体によつて、十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているも

のに限る。)について、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又

はこれらの相続人(以下この条において「登記関係者」という。)の全部又は一部の所

在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人

とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該認

可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を

求める旨を市町村長に申請することができる。この場合において、当該申請を行

う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなけ

ればならない。 

一 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。 

二 当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然

と占有していること。 

三 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団

体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。 

四 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。 

② 市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めると

きは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた認可地縁団体が同項に

規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当

該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項

から第五項までにおいて「登記関係者等」という。)は、当該市町村長に対し異議を述

べるべき旨を公告するものとする。この場合において、公告の期間は、三月を下

つてはならない。 

③ 前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつた

ときは、第一項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることにつ

いて当該公告に係る登記関係者の承諾があつたものとみなす。 

④ 市町村長は、前項の規定により第一項に規定する不動産の所有権の保存又は

移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合

には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第二項の規定による公告

をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する

情報を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に提供するものとする。 
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⑤ 第二項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたとき

は、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第一項

の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。 

 

第二百六十条の四十七 不動産登記法第七十四条第一項の規定にかかわらず、前条第

四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報(同法第十八条

に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所

に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第一項に規定

する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。 

② 不動産登記法第六十条の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情

報を提供された認可地縁団体が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供

するときは、当該認可地縁団体のみで当該証する情報に係る同条第一項に規定す

る不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。 

 

第二百六十条の四十八 次の各号のいずれかに該当する場合には、認可地縁団体の代

表者又は清算人は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)により、五十

万円以下の過料に処する。 

一 第二百六十条の二十二第二項又は第二百六十条の三十第一項の規定による破

産手続開始の申立てを怠つたとき。 

二 第二百六十条の二十八第一項又は第二百六十条の三十第一項の規定による公

告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 

三 第二百六十条の四十第一項の規定に違反して、財産目録を作成せず、若しくは

備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした

とき。 

四 第二百六十条の四十第二項又は第二百六十条の四十一第二項の規定に違反し

て、合併をしたとき。 

 

第二百六十一条 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の

緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が

国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場

合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知し

なければならない。 

② 前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を

添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から五日以

内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他

関係書類を移送しなければならない。 
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③ 前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その

日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否

の投票を行わしめなければならない。 

④ 前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日

から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直

ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。その投票の結果が確定し

たことを知つたときも、また、同様とする。 

⑤ 前項の規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、

内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参

議院議長に通知しなければならない。 

 

第二百六十二条 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共

団体の選挙に関する規定は、前条第三項の規定による投票にこれを準用する。 

② 前条第三項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共

団体の選挙又は第七十六条第三項の規定による解散の投票若しくは第八十条第三

項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができ

る。 

 

第二百六十三条 普通地方公共団体の経営する企業の組織及びこれに従事する職

員の身分取扱並びに財務その他企業の経営に関する特例は、別に法律でこれを定

める。 

 

第二百六十三条の二 普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表す

る全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、

火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うこ

とができる。 

② 前項の公益的法人は、毎年一回以上定期に、その事業の経営状況を関係普通

地方公共団体の長に通知するとともに、これを適当と認める新聞紙に二回以上掲

載しなければならない。 

③ 第一項の相互救済事業で保険業に該当するものについては、保険業法は、こ

れを適用しない。 
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第二百六十三条の三 都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは

市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊

密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合

組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を総務大臣に届

け出なければならない。 

② 前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及

ぼす法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申

し出、又は国会に意見書を提出することができる。 

③ 内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努

めるものとする。 

④ 前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担

を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに

遅滞なく回答するものとする。 

⑤ 各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担

を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第二項の連合組

織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合

組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるもの

とする。 
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